
建設業法施行令の一部を改正する政令案要綱

１ 国土交通大臣等の勧告の対象となる請負契約に係る建設工事を施工するために通常必

要と認められる費用の額の下限

見積書に記載した材料費等の額について通常必要と認められる額を著しく下回ること

となるような変更をした上で請負契約を締結した場合に国土交通大臣等の勧告の対象と

なる当該請負契約について、当該請負契約に係る建設工事を施工するために通常必要と

認められる費用の額の下限は、五百万円とする。ただし、当該請負契約に係る建設工事

が建築一式工事である場合においては、千五百万円とする。（第六条の二関係）

２ その他所要の改正を行う。

３ 施行期日

この政令は、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一

部を改正する法律の施行の日（令和七年十二月十二日）から施行する。（附則関係）
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